
 

 

 第６回南魚沼市地域公共交通協議会（書面議決）結果 

 

 

１．通知発送日 

令和６年２月13日 

 

２．協議方法 

・会議の開催に代えて書面による議決を実施 

・南魚沼市地域公共交通協議会の各委員に対し、書面により議決内容を周知し、

回答を依頼 

 

３．協議事項 

１ 南魚沼市地域公共交通網形成計画の変更について 

２ 中之島・吉里コースの停留所の名称及び位置の変更について 

３ 石打・竹俣コースの工事による迂回の終了について 

４ 路線バス十日町=魚沼基幹病院線の乗降制限の解除について 

 

４．協議結果 

 【回答状況】  

委員数：21人（会長を除く）  

回答数：20人 

無回答：１人 

委員の過半数の回答があったため協議会開催が成立（協議会規約第9条第2項）  

  



 

 

【回答結果】  

 

●協議事項１ 南魚沼市地域公共交通網形成計画の変更について 

「承認する」と回答した委員数：20人 

「承認しない」と回答した委員数：０人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等はありませんでした。 

 

 

●協議事項２ 中之島・吉里コースの停留所の名称及び位置の変更について 

「承認する」と回答した委員数：20人 

「承認しない」と回答した委員数：０人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等 

 

（承認する）意見あり１人 

 委員からの意見・理由等 意見・理由に対しての回答 

１ 協議事項１の別紙２（P56-3）の一番下の

行で起点が「柄沢・来泉寺」となっている

が、中之島・吉里コースの変更に伴いそれ

も変更になるのか。 

別紙２（P56-3）の一番下の行の起点を

「柄沢」に修正します。 

 

  



 

 

●協議事項３ 石打・竹俣コースの工事による迂回の終了について 

「承認する」と回答した委員数：20人 

「承認しない」と回答した委員数：０人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等はありませんでした。 

 

●協議事項４ 路線バス十日町=魚沼基幹病院線の乗降制限の解除について 

「承認する」と回答した委員数：20人 

「承認しない」と回答した委員数：０人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等 

 

（承認する）意見あり１人 

 委員からの意見・理由等 意見・理由に対しての回答 

１ 基幹病院のバス停に複数路線が出入りし、

時刻表が異なっているにも関わらず定刻前

の配置車も多く見受けられます。出入りの

間隔にもう少しゆとりを持たせないと事

故・渋滞の原因になりますので路線バス、

市民バスの全コースで時刻表構成を見直し

ていただきたいです。（病院構内を安全に

循環するには５分以上必要かと思います） 

今後、利用者数の少ない路線については

減便が見込まれており基幹病院を経由す

る便数は全体として減少すると思われま

す。バスを運行する事業者に対して時刻

表を遵守し基幹病院の混雑解消に協力す

るよう呼びかけるとともに時刻表の改正

時に合わせ各路線の基幹病院経由時刻の

間隔にゆとりを持たせるよう調整を行っ

ていきたいと考えております。 

２ 乗降制限解除の経緯や理由など説明してく

れるとありがたいです。 

説明が不足しており申し訳ありません。 

当該路線は令和４年４月から「魚沼基幹

病院」に延伸しておりますが、延伸によ

り路線バスと市民バスの役割が重複しな

いよう路線バスの停留所における乗り降

りに制限をかけておりました。重複する

ことについて関係者との協議が整ったた

め乗降制限を解除することにしました。 

 



協議事項１：南魚沼市地域公共交通網形成計画の変更について【資料No.１】 

１ 変更の背景 

令和２年11月の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正に合

わせ、地域公共交通計画（本市の場合は地域公共交通網形成計画）と補助制度

の連動化が行われました。これを受け地域公共交通確保維持事業（地域間幹線

系統補助及び地域内フィーダー系統補助）を行う場合は、地域公共交通網形成

計画に次の事項を記載するものとされました。 

① 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の

公共交通における位置付け・役割 

② 前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

③ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事

業及び実施主体の概要 

④ 地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の

数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目

標・効果及びその評価手法 

 

２ 変更箇所 

ページ 内容 

P56-2 

（別紙１） 

本市における公共交通補助対象路線を示す地図を追加 

（P56の後にページ追加） 

P56-3 

（別紙２） 

上記①、②、③に関する記述を追加 

（P56-2の後にページ追加） 

P68 

（別紙３） 

・上記④に関する記述を追加（変更箇所を赤字で表記） 

・「評価指標②－１」で方向性を「現状維持」としているもの

の目標値が減少している理由を追記 

 

 

協議事項２：中之島・吉里コースの停留所の名称及び位置の変更について 

【資料No.２】 

柄沢区からの要望を受け、「柄沢・来泉寺」停留所を移設し、名称を「柄沢」に

変更します。また、付近にフリー降車区間を設置します。 

令和６年４月１日から変更予定です。 

  



協議事項３：石打・竹俣コースの工事による迂回の終了について【資料No.３】 

泉盛寺停留所から早稲田屋酒店停留所の間、県道石打停車場・塩沢線の工事のた

め迂回して運行していましたが、工事終了に伴い通常経路の運行を再開します。フ

リー降車区間も通常経路の運行の状態に戻します。 

 令和６年４月１日から変更予定です。 

 

なお、協議事項２、３ともに国の地域内フィーダー系統補助の対象となってお

り、今回の変更により系統キロ程に変更が生じるため、生活交通確保維持計画の

該当箇所を修正します。 

 

 

協議事項４：路線バス十日町=魚沼基幹病院線の乗降制限の解除について 

【資料No.４】 

路線バス十日町=魚沼基幹病院線では「後山」および「浦佐駅東口」停留所にて

乗降制限がかけられていますが、下表のとおりこれらを解除し乗車・降車ともに可

能とします。 

 

【十日町車庫前発 ⇒ 魚沼基幹病院行きの便】 

停留所 解除前 解除後 

後山、浦佐駅東口 降車のみ可能 

乗車不可 

乗車・降車ともに可能 

 

【魚沼基幹病院発 ⇒ 十日町車庫前行きの便】 

停留所 解除前 解除後 

後山、浦佐駅東口 乗車のみ可能 

降車不可 

乗車・降車ともに可能 

 

 令和６年４月１日から変更予定です。 
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南魚沼市における公共交通補助対象路線 

 

資料 No.１ 

別紙１ 



活用 

補助 

事業 

起点 主な 

経由地 

終点 事業 

許可 

区分 

運行 

形態 

事業 

主体 

地域公共交通確保維持事業の必要性（位置づけ・役割を含む） 

幹
線
補
助 

六 日 町

駅前 

新国道・

小出駅 

魚 沼 市

役所前 

４
条
乗
合 

路
線
定
期
運
行 

南越後観

光 バ ス

（株） 

六日町駅から浦佐駅・小出駅を経由して魚沼市役所の間を連絡し、通勤通学、買物、通院等の日常生活行動だけではなく、観光、

ビジネス等、多様な目的での移動を担う。起点の六日町駅、経由地の浦佐駅・小出駅では、鉄道や他の路線バス・市民バスと連

絡し、公共交通ネットワークを構築する上で特に重要な役割を担っている。一方で、沿線自治体や事業者の運営努力だけでは路

線の維持が難しく、地域公共交通確保維持改善事業により運行を確保・維持する必要がある。 

湯 沢 車

庫前 

大木六 六 日 町

車庫前 

南越後観

光 バ ス

（株） 

主に六日町駅と越後湯沢駅を連絡し、通勤通学、買物、通院等の日常生活行動だけではなく、観光、ビジネス等、多様な目的で

の移動を担う。起終点付近にそれぞれ越後湯沢駅、六日町駅（駅角）を経由し、鉄道や他の路線バス・市民バスと連絡し、公共

交通ネットワークを構築する上で特に重要な役割を担っている。一方で、沿線自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が

難しく、地域公共交通確保維持改善事業により運行を確保・維持する必要がある。 

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助 

南 魚 沼

市役所 

野際・若

宮様 

福 祉 セ

ン タ ー

し ら ゆ

り 

南越後観

光 バ ス

（株） 

城内地域から六日町駅、福祉施設や南魚沼市民病院等の生活必需施設を連絡する近距離の路線であり、地域の移動手段としての

役割を担っており、また六日町駅では六日町－浦佐－小出線への接続により広域（魚沼基幹病院ほか）への移動も可能とするな

ど、六日町－浦佐－小出線を補完する欠かせない路線である。一方で、沿線自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難

しく、地域公共交通確保維持改善事業により運行を確保・維持する必要がある。 

清水瀬 中 川 新

田 

福 祉 セ

ン タ ー

し ら ゆ

り 

南越後観

光 バ ス

（株） 

五十沢地域や大月集落から六日町駅、南魚沼市民病院等の生活必需施設を連絡する近距離の路線であり、地域の移動手段として

の役割を担っており、また六日町駅では六日町－浦佐－小出線への接続により広域（魚沼基幹病院ほか）への移動も可能とする

など、六日町－浦佐－小出線を補完する欠かせない路線である。一方で、沿線自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が

難しく、地域公共交通確保維持改善事業により運行を確保・維持する必要がある。 

泉新田・

保 育 園

バス停 

庄之又 銀 嶺 タ

ク シ ー

前 

銀嶺タク

シー（株） 

大巻地域や泉集落から六日町駅、南魚沼市民病院等の生活必需施設を連絡する近距離の路線であり、地域の移動手段としての役

割を担っており、また六日町駅では六日町－浦佐－小出線への接続により広域（魚沼基幹病院ほか）への移動も可能とするなど、

六日町－浦佐－小出線を補完する欠かせない路線である。一方で、沿線自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、

地域公共交通確保維持改善事業により運行を確保・維持する必要がある。 

小 松 沢

十字路 

西 泉 田

公民館 

福 祉 セ

ン タ ー

し ら ゆ

り 

銀嶺タク

シー（株） 

上田地域や西泉田集落から六日町駅、南魚沼市民病院等の生活必需施設を連絡する近距離の路線であり、地域の移動手段として

の役割を担っており、また六日町駅では六日町－浦佐－小出線への接続により広域（魚沼基幹病院ほか）への移動も可能とする

など、六日町－浦佐－小出線を補完する欠かせない路線である。一方で、沿線自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が

難しく、地域公共交通確保維持改善事業により運行を確保・維持する必要がある。 

五十嵐 塩 沢 庁

舎 

南 魚 沼

市役所 

（株）魚沼

中央トラ

ンスポー

ト 

石打地域や塩沢地域から六日町駅、南魚沼市民病院等の生活必需施設を連絡する近距離の路線であり、地域の移動手段としての

役割を担っており、また六日町駅では六日町－浦佐－小出線への接続により広域（魚沼基幹病院ほか）への移動も可能とするな

ど、六日町－浦佐－小出線を補完する欠かせない路線である。一方で、沿線自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難

しく、地域公共交通確保維持改善事業により運行を確保・維持する必要がある。 

柄沢・来

泉寺 

塩 沢 庁

舎 

南 魚 沼

市役所 

（株）魚沼

中央トラ

ンスポー

ト 

中之島地域や塩沢地域から六日町駅、南魚沼市民病院等の生活必需施設を連絡する近距離の路線であり、地域の移動手段として

の役割を担っており、また六日町駅では六日町－浦佐－小出線への接続により広域（魚沼基幹病院ほか）への移動も可能とする

など、六日町－浦佐－小出線を補完する欠かせない路線である。一方で、沿線自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が

難しく、地域公共交通確保維持改善事業により運行を確保・維持する必要がある。 

5
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１－１ 評価指標・数値目標 

本計画の達成状況を評価するための評価指標及び数値目標を次のとおり定める。 

計画の目標 評価指標 方向性 現状値 目標値 測定方法 

目標① 

地域の実態に即

したスムーズに

移動できる公共

交通ネットワー

クを構築する 

指標①－１ 

魚沼基幹病院の受付

時間に間に合う地域

の人口割合（％） 

増加させる 

77.5％ 

（2019 年度） 
90％ 

幹線交通と地

域内交通の交

通事業者資料

（路線図、時

刻表等）と国

勢調査をもと

に、病院・高

校に間に合う

エリアの人口

割合を整理。 

幹線交通と地域内交通

の乗り継ぎにより、市内

各所から魚沼基幹病院

へのアクセスを向上さ

せる 

指標①－２ 

高校通学に間に合う

地域の人口割合（％） 

増加させる 

48.5％ 

（2019 年度） 
60％ 

鉄道・路線バス等によ

り、市内各所から魚沼圏

域の高校へのアクセス

を向上させる 

目標② 

多様で一体的な

交通サービスに

より、きめ細か

な移動手段を確

保する 

指標②－１ 

市内の幹線交通及び

地域内交通の利用者

数 

現状維持 

274 千人/年 

（2019 年度） 

 

265 千人/年 

 

市民アンケートや

将来の推計人口か

ら現状のままでは

2025年に利用者数

が 246 千人になる

と推計される 

交通事業者及

び市の資料に

より、幹線交

通及び地域内

交通の年間利

用者数の合計

を算出。 

2025 年には利用者数が

246 千人になることが推

計されるが、市内の路線

バスや市民バス等の

様々な公共交通を束ね

て分かりやすく情報提

供することで、利用者を

維持する 

指標②－２ 

南魚沼市の公共交通

全体の満足度 

増加させる 

6.6％ 

（2019 年） 
10％ 

「市民アンケ

ート調査」を

実施して、公

共交通全体に

対する「満足」

及び「やや満

足」の割合を

算出。 

市内公共交通のネット

ワーク全体の利便性を

向上させ、分かりやすい

情報提供を行うことで、

市民の公共交通に対す

る満足度を向上させる 

目標③  

地域と一体とな

った取り組みを

行い公共交通の

利用環境と持続

性の向上を図る 

指標③－１ 

乗り継ぎ拠点の整

備・改善箇所数 

実施する 

― 4 箇所 

整備した箇所

数を累計して

算出。 
都市・地域拠点 5 か所、

集落拠点 7 か所につい

て、路線再編に合わせ

て、整備・改善を順次実

施する 

指標③－２ 

地域と連携した取り

組み件数 

実施する 

― 2 件 

取り組みを行

った地区数を

累 計 し て 算

出。 

市内 12 地区の地域づ

くり協議会と連携し、

路線再編の実証的取

り組みや利用促進等

に向けた協働の取り

組みを順次実施する。 

目標①と目標②

に共通する目標 

指標①・②－１ 

利用者１人あたりの

南魚沼市の財政負担 

現状維持 路線バス 

  399 円/年・人 

市民バス 

1,975 円/年・人 

(2022 年度) 

路線バス 

 399 円/年・人 

市民バス 

1,975 円/年・人 

交通事業者及

び市の資料に

より算出。 
現況の財政負担となる

よう努めます。 

指標①・②－２ 

収支率 

現状維持 
路線バス 27.0% 

市民バス  7.8% 

(2022 年度) 

路線バス 27.0% 

市民バス  7.8% 

交通事業者及

び市の資料に

より算出。 
現況の収支率となるよ

う努めます。 

別紙３ 



 

中之島・吉里コース 

柄沢 

停留所移設 

資料 No.２ 

路線新設 

フリー降車設定区間 

 



 

資
料

N
o
.３

 

石打・竹俣コース 

フリー降車設定区間 

 

早稲田屋酒店 

停留所 

泉盛寺 

停留所 

迂回路線（廃止） 

迂回路線（廃止） 

通常経路 



 

魚沼基幹病院 

後山 

浦佐駅 

資
料

No.
４

 

十日町―魚沼基幹病院 線 

魚
沼
基
幹 

病
院 

浦
佐
駅 

後
山 

十
日
町
市
内 

停
留
所 

乗降制限 

当該路線 


